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教育研究評議会（第１０回）議事要旨

日 時 平成２２年２月９日（火） ９時３０分～１１時５０分
１６時５０分～１６時５５分

場 所 中会議室
出席者 別紙のとおり
議 事 審議に先立ち，髙倉監事が出席されている旨の報告が行われた後，前回（第

９回）教育研究評議会の議事要旨（案）の確認が行われ，原案のとおり了承さ
れた。

１ 報告事項
（１）学長候補者の決定について

荒木学長選考会議議長職務代行者から，１月２２日開催の学長選考会議において，
加治佐哲也 氏（本学大学院学校教育研究科教授）を次期学長候補者として決定した
ことの報告が行われた。
（任期３年：平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日）

２ 審議事項
（１）修士課程における新しい教育プログラムの開設等について

西村副学長から，配付資料２-1～3に基づき説明が行われ，質疑応答の後，原案の
とおり了承された。なお，神戸サテライト特別支援教育プログラムの開設に係るこ
れまでの検討経緯について，次回教育研究評議会で報告することとされた。

（２）平成２３年度大学院学校教育研究科（修士課程・専門職学位課程）学生募集要項
について

西村副学長から， 説明が行われ，大学院入学試験委員配付資料３-1,2に基づき
会で作成した学生募集要項（案）を研究科教授会に附議することについて了承され
た。

（３）各センター長等候補者について
学長から，次期理事，副学長及び学長特別補佐について報告が行われた。

続いて，平成２２年３月３１日限り任期満了となるセンター長等の後任の候補者
について，意見聴取が行われた。

（４）経営協議会学外委員について
学長から， 加治佐哲也次期学長から経営協議会学外委員配付資料４に基づき，

候補者について報告があったことの説明が行われ，意見聴取が行われた。

（５）国立大学法人兵庫教育大学における教員の学内異動に関する内規の一部改正につ
いて

総務課長から，配付資料５に基づき説明が行われ，原案のとおり了承された。

（６）教員の選考について
次の教員の選考が了承された。
①専任教員

西村年晴 理事（副学長）の自然・生活教育学系教授への異動に係る教員選考に
ついて，国立大学法人兵庫教育大学における教員の学内異動に関する内規を適用
し，学系長からの教員選考の申出，教員選考委員会の設置，教授会における教員
候補者の意見の取りまとめ，教育研究評議会での投票を省略して教員選考を行う
ことについて説明が行われ，当該候補者の学内異動が了承された。

（発令希望日：平成22年４月１日）

②非常勤講師
平成２２年度 大学院担当：新規１１件１０名

学 部担当：新規 ２件 ２名
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③専任教員【学部教授会終了後審議】
同日開催の研究科教授会で意見の取りまとめが行われた教員の選考が了承され

た。

（７）教員の選考開始等について
割愛依頼を学長が承諾したことの報告が行われた。

①特命教員
学長から，配付資料７に基づき 教員選考を開始することについて説明が行わ，

れ，了承された。

②客員教授等
学長から， 教員選考を開始すること及び教員選考委員配付資料７に基づき，

会に教員選考を付託することについて説明が行われ，了承された。

③客員研究員
学長から， 教員選考を開始すること及び教員選考委員配付資料７に基づき，

会に教員選考を付託することについて説明が行われ，了承された。

④非常勤講師
学長から， 教員選考を開始すること及び教員選考委員配付資料７に基づき，

会に教員選考を付託することについて説明が行われ，了承された。

⑤専任教員（公募条件の変更）
学長から，配付資料７に基づき，専任教員の公募条件の変更について次の報告

が行われた。
ア 平成２１年１１月１１日開催の教育研究評議会において了承された基礎教

育学系（学校経営／教授又は准教授）の教員選考開始について，教員選考委
員会において応募者９名を全員不適格と判定したため，引き続き，公募条件
を一部変更のうえ，教員選考を継続したこと。

イ １月１３日開催の教育研究評議会において了承された体育・芸術教育学系
（生活・健康・総合内容系コース准教授）の教員選考開始について，公募条
件を一部修正のうえ学外公募を行ったこと。

（８）「国立大学法人兵庫教育大学と環太平洋大学との包括連携に関する協定書」の締
結について

学長から，配付資料８に基づき説明が行われ，原案のとおり了承された。

（９）内地研究員の受入れについて
研究支援課長から，配付資料９に基づき説明が行われ，原案のとおり了承された。

（10）受託研修員の受入れについて
研究支援課長から，配付資料10に基づき説明が行われ，原案のとおり了承された。

３ 報告事項

（２）平成２２年度学校教育学部個別学力検査等入学志願者状況について
西村副学長から，配付資料11に基づき報告が行われた。

（３）平成２１年度教職大学院設置計画履行状況等実地調査について
川本副学長から，配付資料18に基づき留意事項の通知があったことの報告が行わ

れた。

（４）組織及び業務の見直しの検討状況に係る文部科学省との協議について
川本副学長から，平成２１年６月に文部科学大臣から通知のあった「国立大学法

人の組織及び業務全般の見直しについて」の検討状況について，３月に文部科学省
と協議を行うことの報告が行われた。
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（５）大学院学校教育研究科説明会（第１８回及びまとめ）について
西村副学長から，配付資料12-1,2に基づき報告が行われた。

（６）平成２２年度免許状更新講習の実施について
西村副学長から，配付資料13に基づき報告が行われた。

（７）平成２２年度公開講座等の実施について
宮﨑理事から，配付資料14に基づき報告が行われた。
また，北播磨５市１町との連携による公開講座については，今後，５市１町と調

整を行う予定であることについて報告が行われた。

（８）知的財産に関する説明会の実施について
西村副学長から，配付資料15に基づき説明及び参加依頼が行われた。

（９）平成２１年度都道府県連携推進会議について
川本副学長から，１月２３日に開催された会議について報告が行われた。

（10）連合学校教育学研究科に係る諸報告について
安部研究科長から，配付資料16に基づき報告が行われた。

（11）外国人客員研究員の受入れについて
ホームページへの資料の掲載をもって，報告に代えることとされた。

（12）その他
髙倉監事から，次の発言があった。
ア．本学が独自に組織改革する課題と，同時に３新教育大学をリードする立場と

して日本の教員養成制度改革に対してどのような提言をしていくかについて，
かなり深い議論がなされ，学内のコンセンサスが得られつつあることは喜ばし
いことである。

イ．神戸サテライト特別支援教育プログラムの開設は，非常に大きな意義があり，
国民的な課題という大きなニーズに対応するものと思われる。特別支援学校の
教員に関する教育職員免許法附則第１６項の特例規定に安易に頼る風潮を一掃
するインパクトを持つのではないか。

ウ．学生募集に関し，長期履修学生制度の周知について丁寧な対応がなされてい
る。ただ３年間に限らず，原則３年として，場合によっては延長できるような
仕組みというものを検討できないかと考える。

エ．教員公募条件の変更に関して，外部に公表する前に，本学又は国の規定に抵
触しない表現に整えるよう留意してもらいたい。

－ 以 上 －


